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また、男女共同参画白書令和６年度版によると、家族の介護をして

いる者の割合等は以下のとおりである。 
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作っている介護食の例は以下のとおりである（かんたん編）。 
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【評価】 

調理難易度によって内容を「かんたん編」と「くわしく編」に分けるなど、
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工夫を凝らしている様子が伺え、教室の参加者の満足度も良好である。アンケ

ートも適切に実施しており、参加者のニーズを踏まえて事業の改善も試みられ

ている。教室の参加目的に「仲間づくり」を挙げている者も少なくなく、教室

自体が介護に関わる者の交流の場としての役割も担っている。 

 

【意見】 

参加者７０人中男性１名のみと、ほぼ女性だけが教室に参加している状況で

あるが、家族の介護をしている者は女性だけではなく、男性も介護食について

学ぶ必要があることから、男性の需要も少なくないと思われる。男性を対象に

広報を検討する、男性だけが参加する回を設けるなど、男性の参加者を増やす

ための取組を行っていただきたい。 

 

エ おむつ購入費支給事業 

（ア）概要 

日常的におむつが必要な在宅の非課税世帯に属する要介護者に対

し、おむつ購入費を支給する事業であり、介護保険の給付対象外とな

っている介護に必要なおむつ等に要する費用の一部を、購入後の申

請により補助している。（但し償還払い） 

（イ）現状と課題 

第８期計画において、新型コロナウイルス感染症の蔓延による在

宅者の増加とおむつの単価上昇の影響で、実績は計画を上回る結果

となった。 

在宅の要介護認定者を介護する家族等の経済的負担を軽減する事

業であり、今後も介護をする家族等の支援のため事業を継続してい

く必要がある。支給対象者の増加とおむつの単価上昇に伴い、保険料

負担の増加が懸念されるため、支給対象要件の見直しも検討してい
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く必要がある。 

（ウ）実績等 

 

 

 

２０２４（令和６）年度の実績としては、件数８７５３件、２６３

９万８９６４円の支出がなされ、執行率は９２．５％であった。 
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【評価】 

 本事業は非課税世帯の家計負担の解消の一助となっているところ、需要を見

越した予算の確保も適切になされている。今後も、支給要件等の見直しも含め、

適切に事業を継続していただきたい。 
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第３ 高齢者の尊厳と権利を守る環境づくり 

１ 相談体制充実事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

ア 現状の分析 

佐世保市では、認知症の初期の相談は少なく、重症化して相談を受け

ることが多く、介入困難な場合が多くなっていると分析される。なお、

要介護認定者において、認知症高齢者の割合は増加傾向にある。 

そして、認知症の人の意見を聞く本人ミーティング等の場が少ない

ため、本人の意見が事業等に反映されにくい状況にあると分析される。 

イ 今後の課題・問題点 

一人暮らし高齢者や認知高齢者等が、住み慣れた地域で自分らしく

暮らし続けられる「地域共生社会」を目指し、身近な地域で支えていく

体制の強化、充実が必要である。 

（２）訪問指導 

ア 事業概要 

訪問指導事業は、健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律

（旧老人保健法）に基づき、在宅の要援護高齢者やその家族を対象に保

健師等が家庭を訪問し、心身機能の低下予防、健康保持推進等の療養上

の相談・指導、及び介護福祉サービスの紹介などを行う事業である。ま

た、関係機関との連絡・調整を図ることで本人・家族を支援する。 

イ 現状と課題 

佐世保市では、保健師等が自宅を訪問し、対応困難な要援護高齢者や

その家族に対して、療養上の指導や介護福祉サービスの紹介などを行

っている。また、８５歳以上の一人暮らし高齢者に対し、介護予防の啓

発を行い、また、要援護者の把握を行い、関係機関と連絡調整を図りな

がら、本人や家族を支援している。 
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２０２０（令和２）年度に高齢者相談管理システムを導入後、独居高

齢者の対象者を８５歳から７５歳に引き下げ、予防的な訪問に力を入

れている。 

高齢者の親と未婚の子のみの世帯、高齢夫婦のみの世帯、単独世帯が

増加しているため、認知症や虐待ケースなど対応困難な事例も増加し

ており、早急な対策が必要である。 

ウ 今後の方針 

佐世保市では上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を

掲げる。 

社会的に孤立した高齢者などが増加すると考えられるため、地域包

括支援センターとの連携強化を図りながら支援を行う。 

適切かつ効率的な訪問指導につなげるため、訪問や相談のあった高

齢者等の情報等を一元管理する「高齢者相談管理システム」を活用し、

情報の共有と有効活用に努める。 

後期高齢者の数の増加に伴い、対応の効率性を上げるため、長寿社会

課と地域包括支援センターの役割を明確にして対応していく必要があ

る。 

独居高齢者の数の増加も予想されるため、地域の見守り支援との連

携を図り、特に７５歳以上の独居高齢者を優先的に訪問し要介護状態

の重症化予防や認知症の早期発見など、健康の保持と増進に取り組む。 

エ 具体的な施策等 

（ア）訪問実績 

総合的な訪問実績は、以下のとおりである。２０２４（令和６）年

度は、アンケートを郵送することとしていたため、計画数は郵送分も

含まれており、計画数が多くなっている。概ね目標は達成している状

況である。 
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令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

訪問数 
計画 2,695 人 2,711 人 2,727 人 4,210 人 2,903 人 2,889 人 

実績 880 人 1,525 人 1,434 人 3,488 人   

 

以下は、上記訪問数の内訳等詳細である。 

 

実際に送付したアンケートは以下のとおりである。 
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なお、同アンケートは、２０２３（令和５）年度末までに事業対象

者の訪問が必要な方の把握と、把握したうえで訪問不要である方の

振り分けが完了したことから、未把握である３３９６名の対象者に

送付したもので、２０８２名の返信があった。 

アンケート結果は以下のとおりである。 
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【評価】 

佐世保市では、訪問数の目標を概ね達成できており評価できる。 

なお、佐世保市では、２０２５（令和７）年度以降は、高齢者の保健事業と

介護予防事業の一体化実施と併せて、７５歳から８５歳を対象に健康生活アン

ケートを郵送する予定であるとのことである。人的資源や予算が限られる中、

関連する他事業との一体化実施を行うことは効率的であり評価できる。 

なお、実際に送付したアンケートは、以下のとおりであるが、内容に過不足

なく、関連する事業に係る教室等の案内も行っている。また、オンラインでの

回答も可能となっており、回答率の向上も今後見込まれるのではないかと思料

され、評価できる。 

今後は、下記高齢者相談管理システムも活用し、アンケートの回収率やアン

ケート内容から得られた情報の分析を行い、よりよい訪問指導システムが構築

できるよう対応することを期待する。 
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（イ）高齢者相談管理システム 

高齢者相談管理システムは、一般的に高齢者の健康・生活相談を一

元的に管理し、介護予防ケアマネジメントや関係機関との情報連携

を効率化するＩＴシステムである。これにより、相談内容の把握、支

援経過の追跡、関係部署や委託先とのスムーズな情報共有、報告書作

成などが可能になる。 

佐世保市では２０２０（令和２）年度から導入している。訪問指導

業務では、高齢者やその家族に係る相談内容や生活実態を記録する

ことで、記録入力の効率化、記録検索の迅速化の効果があり、業務時

間の効率化を図ることができている。 

また、上記のとおり認知症や虐待事例が増加するなか、認知症高齢

者支援や高齢者虐待防止業務といった他業務が保有する情報をシス

テムデータ連携することで、支援対象者の多角的な状況把握が可能

となり、適切な支援につなげることができている。 

 

【評価】 

佐世保市では、高齢者相談管理システムを導入することで、業務の効率化、

適切化を図ることができており、評価できる。 

 

【意見】 

高齢者相談管理システムによっては、外部データとの連携機能もあり、委託

先事業所とのデータ連携もできるようである。下記（ウ）のとおり、委託先事

業所である地域包括支援センターの役割も比重を増してきているなか、地域包

括支援センターの業務効率化、また、地域包括支援センターとの連携強化とい

う観点が重要になってくると考えられる。予算の問題等もあろうが、地域包括

支援センターの高齢者相談管理システムの利用、そのうえでのデータの連携も
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検討すべきである。 

 

（ウ）地域包括支援センターとの連携、役割分担 

地域包括支援センターは、高齢者等が住み慣れた地域で安心して

生活できるよう、医療・介護・福祉等様々な面からサポートを行う機

関であるところ、佐世保市では、９箇所の地域包括支援センターが運

営されている。 

佐世保市では、２０１３（平成２５）年度から訪問指導全体を９か

所の地域包括支援センターに業務委託し、委託後は、同センターと連

携を行い、困難ケース等の対応に努めている。そのため、佐世保市の

担当部署である長寿社会課では、困難事例や虐待ケース、独居高齢者

訪問に対する訪問を中心として担当している。 

今後も、さらに認知症や虐待ケース等の対応困難ケースが増加し、

業務量の増加が見込まれる一方、地域包括支援センターにおいて困

難ケースも対応できているところも増えているため、長寿社会課で

は、独居高齢者の訪問等の予防活動に注力するなどの役割分担をし

ている。 

 

【意見】 

地域包括支援センターの対応能力が向上している一方で、地域包括支援セン

ターごとに能力の差がある状況は否めないとのことである。今後対応困難ケー

スが増加することが見込まれるため、地域包括支援センターの対応方法を統一

すること、必要に応じて地域包括支援センターへの指導を行うことを早急に対

処する必要があると思料する。 
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（エ）その他関係機関との連携 

上記（ウ）記載のとおり、地域包括支援センターが主に関わってい

るケースで、対応困難と判断したケースにおいては、長寿社会課の地

区担当保健師に相談があがってくる。 

その際に、関係している関係機関との連携が必要な場合には、医療

機関や民生委員・児童委員、ケアマネジャー等と関係者会議を開催し、

連携を図っている。 

このとき、各関係機関の役割を明確にするために、各機関の役割分

担も決め、多機関で対象者に関われるように注意している。 

また、保健福祉政策課の地域推進室に相談を上げ、重層化会議を開

催し、関わることもある。 

（３）認知症対策 

ア 事業概要 

（ア）認知症対策（高齢者の認知症等相談事業） 

高齢者の認知症等相談事業は、認知症施策推進大綱及び共生社会

の実現を推進するための認知症基本法に基づき、認知症の方とその

家族及びそれを支える介護保険事業所及び市民を対象に、認知症の

方と家族が安心して住み慣れた地域で生活できるようにすることを

目的に、①認知症対策検討会を開催、②認知症地域支援推進員の配置、

③認知症対応力向上研修会を開催、④認知症の普及啓発、⑤認知症を

考える講演会の開催などを行う事業である。 

（イ）認知症対策（認知症初期集中支援推進事業） 

認知症初期集中支援推進事業は、上記（ア）の法令等と同様の根拠

に基づき、認知症もしくは認知症が疑われる者のうち対応が困難な

者を対象として、複数の専門職がその家族を訪問し、認知症の専門医

による鑑別などを踏まえ、観察・評価を行い、本人や家族支援などの
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初期支援を包括的・集中的に行い、自立生活サポートを行う事業であ

る。 

イ 現状と課題 

佐世保市では、認知症の方への支援の充実を図るために、認知症地域

支援推進員を配置し、医療・介護等の支援ネットワークの構築や、認知

症対応力向上に向けた研修等を行っている。 

また、２０１７（平成２９）年度から「認知症初期集中支援チーム」

を配置し、対応困難な認知症高齢者宅を精神科医や専門職が訪問し、認

知症専門医による鑑別診断等を踏まえて、観察・評価を行い本人や家族

への初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行って

いる。一方で、認知症を早期から相談する体制整備が進んでおらず、認

知症早期発見後に対応する認知症地域支援推進員の拡充配置と充実化

が必要である。 

また、認知症になっても地域で暮らし続けられるよう、認知症地域支

援推進員を中心に、認知症診断後の支援体制の強化を図ることや、かか

りつけ・サポート医・疾患センターとの連携を強化することが必要であ

る。 

さらに、認知症になっても地域で安心して暮らせるまちづくりの強

化として、圏域ごとのチームオレンジの構築や地域版のケアパスの作

成も必要である。 

その他、認知症当事者の視点に立った認知症施策の実施のため、家族

も含めた世帯への支援も重要であり、認知症当事者、家族、支援者の声

を反映させるコミュニケーションの場の充実化と施策展開も検討の必

要がある。 

ウ 今後の方針 

佐世保市では、上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を
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掲げる。 

医療と介護の連携や、各関係機関との連携を強化し、また、市民への

認知症の理解を得るための啓発活動を今後も継続していく。 

また、認知症の方への生活支援体制を整備し、関係機関、サポーター

などを含んだネットワークを構築する。 

「認知症初期集中支援チーム」については、早期に認知症高齢者やそ

の家族に関わるような支援体制を整えていく。 

認知症地域支援推進員を中心として、各圏域に認知症ケアパスの作

成などを通じて普及啓発活動を実施する。また、早期発見後の医療や介

護との連携を強化し、必要な支援につなげる役割を果たし、認知症にな

っても地域で暮らし続けられるまちづくりをめざす。 

エ 具体的な施策等 

（ア）認知症地域支援推進員の設置 

認知症地域支援推進員は、医療、介護及び生活支援を行うサービス

が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的

な支援を行うために、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関

をつなぐ、コーディネーターとしての役割を担う者である。 

認知症地域支援推進員の活動内容は、以下のとおりである。 

 

内容   令和４年度   令和５年度   令和 6 年度   
認知症地域支援ネットワーク会議   ４回（Web）   ４回（Web）   4 回（Web）   
認知症対策検討会  
（年 2 回開催）   ２回（Web）   ２回  

（Web＋集合）   
2 回  

（Web＋集合）   

地域包括支援
センター関係   

ケース支援  
（訪問・相談）   1167 人   1109 人   1450 人   

会議支援  
（個別・関係者）   203 回   231 回   250 回   

認知症講演会   隔年実施   R5.9.29 開催 
219 名   

隔年開催   

講 師 依 頼 （ 出 前 講 座 ・ 物 忘 れ相
談プログラム）   192 回   145 回   157 回   

認知症の人と家族の会  16 回   12 回   16 回   
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（本人・家族の交流会）   
認知症カフェ（開拓・支援）   132 回   168 回   118 回   

認知症初期集中支援事業   3 件   4 件   2 件   

チームオレンジ構築事業   70 回   53 回   30 回   

脳活教室へのつなぎとフォロー  49 回   95 回   91 回   

 

認知症カフェとは、認知症の方やその家族、地域住民、専門職など

が気軽に集い、交流や情報共有を通じて安心できる居場所を提供す

る場のことである。推進員は、認知症カフェの立ち上げ・運営支援を

行う。現在、佐世保市では１０か所の認知症カフェがある。 

 

【評価】 

概ね事業の目標は達成できているようであり、評価できる。 

 

（イ）認知症の早期発見及び相談のための体制 

佐世保市では、認知症を早期に発見し、相談につなげるための体制

づくりの一環として、物忘れ相談プログラムを実施している。物忘れ

相談プログラムは、認知症診断・予防の第一人者である鳥取大学浦上

克哉教授が考案したプログラムをタッチパネルコンピューターに搭

載し自動化したものであり、質問項目が少なく、タブレットとの対話

方式でセルフチェックできるものである。 

佐世保市の開催する出前講座やイベント等で検査希望のある方に、

タブレットを用いながら、ＭＳＰ及びＴＤＡＳの検査を行う（ＭＳＰ

検査にて、再検査が必要と判断された方に対し、ＴＤＡＳ検査を案内

する。）。 

なお、ＭＳＰは１５点満点であり、１３点以上で現時点では物忘れ

に関して心配はいらないという結果になる。 

─ 186 ─



 
 

ＴＤＡＳの判断基準は、０～６点が正常域、７～１３点が予防域、

１４点以上が専門医受診、また、経過時間が３０分以上の場合には認

知症の疑いがあるということになる。 

２０２０（令和２）年１０月より物忘れ相談プログラムを導入して

以降の検査実施状況は以下のとおりである。 

   

 

 

また、相談者のその後の流れの概要は以下のとおりである。 
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【評価】 

検査実施者は増加傾向に推移しており、その点は評価できる。また、適宜の

医療機関につながっており、また、サロンや地域包括支援センターがフォロー

したりなどにつながっており、その点も評価できる。 

なお、佐世保市では、認知症の早期発見及び早期支援を目標にしているとこ

ろ、今後も必要な支援を行っていただきたい。 

    

（ウ）脳活教室 

佐世保市では、通所介護事業所、認知症対策型協働生活介護事業所

等に委託して、軽度認知障がい（ＭＣＩ）の方等を対象に、認知機能

の改善や身体機能の向上に効果が認められている「とっとり式認知

症予防プログラム」を実施する脳活教室を開催している。 

実施回数としては、事前訪問に加えて週に１回（約２時間）×２０

回のプログラムである。内容は、 

 

① 有酸素運動、筋力運動などの運動プログラム 

② 認知症や予防について学ぶ座学プログラム 

③ 認知機能を刺激する知的活動プログラム 

 

である。 

２０２４（令和６）年度は、５事業所に委託し、全３０名（うち３

名途中中断）が参加した。 

脳活教室後のフォローとしては、認知症地域支援推進員を中心に、

脳活教室終了者の支援会議にて今後の方針を決定し、医療や介護等

につなぐなどの支援を行っている（上記（イ）の「令和６年度 認知

症関連事業の流れ」参照）。 
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